
所属 問１ 具体的な内容 問２ 具体的な内容

健康支援課 ①
1歳6か月児健診、3歳児健診の会場に「あたたかく見守ってくだ
さい。」のポスターを掲示し啓発。

①

・発達障がい啓発週間では、市役所展望回廊のライトアップ
（青）や青色の市旗を１週間掲揚した。
・４，９，１２月に市政広報用のテレビモニターに「あたたかく見
守ってください」のポスター等の放送を実施。

①

きらっといっぽの会と連携したチラシの作成・配布

② 県等が主催する研修への参加
④ 福祉サービス申請時のライフサポートファイルを活用した聞き取

①
・発達に支援が必要な子どもに関するポスターなどを、各施設や
保育課等に貼り、理解を深めるための啓発に努めている。

②

・学級運営支援事業を計画的に進めていき、支援を要する子ど
もへの具体的な援助方法について助言を行っている。また、支援
を要する子どもを含めた学級運営についてアドバイスしている。
・公立施設、私立施設の支援員向けに年３回の支援員研修を実
施している。

本大久保第二保育所 ①
きらっといっぽの会の「あたたかく見守ってください」のポスター
掲示(職員玄関・保護者玄関）

③④

乳児施設の為、担任も複数で、小集団の中にいるの
で、クラスで過ごせていることや、保護者に対しても、啓
蒙する機会が少ない。ただ、気になる姿があるお子さ
んはいるので、乳幼児個別支援計画やライフサポート
ファイルなどについては、職員がしっかりと周知してい
るかを打ち合わせなどの時間を利用して、確認してい
きたい。

④

気になる子どもに関しては、職員間で子どもの姿や保
護者の様子などを共有し、今後の手立てについてライ
フサポートファイルなどを活用しながら考えていく。

⑥

就学に向けては、ひまわり発達相談センター、健康支
援課と連携をとりながら進めていく。

東習志野こども園
①②
③④
⑤⑥

①ポスターやパンフレットなどの掲示
②園内特別支援研修　・学級運営支援事業・講師依頼研修
③個別支援計画作成の周知・説明
④個別支援計画作成の際、保護者にライフサポートファイルの説
明と配布
⑤人権研修受講職員が職員会議で周知、セルフチェック
⑥習志野市総合教育センターの教育相談やひまわり発達相談
センターについての周知

③

ひまわり発達相談センターに通園している子供が２名、あじさい
療育支援センターより引継ぎ、本年度より入園した子供が１名い
る。うち２名が個別支援計画の作成を進め、子供や保護者の困り
感や必要な支援を共に考えている。１名は、来年度就学予定のた
め、保護者との関係を築き、子供の様子を共有しながら個別支
援計画作成につなげていきたいと考えている。

⑥
職員間でも園内支援研を行い、個別に支援が必要な子供の実
態や適切な援助について共通理解を図り、園全体で同じ支援が
できるようにしている。

子育て支援課 ④
ライフサポートファイルの周知用チラシを課の窓口に設置して周
知し、希望者に配布している。

④
ライフサポートファイルの周知、及び希望者への配布を
継続。

①
［当事者団体のイベント案内、各種おたよりの配布］
・「きらっといっぽの会」主催のおはなしサロンの案内
・センターだよりやほけんだより、たべものだよりの配布

問1の①～⑥の取り組みを継続的に行う。

②
［所内でケース検討会及び摂食・療育研修を実施］
・支援会議の場で、各クラスから対応に悩んでいる子をあげて、
普段困っていることについて意見交換を行った。

⑤

支援中の言動や対応方法について、振り返りを行い、
迷いや悩み等、声を出しやすい職場の雰囲気づくりに
努める。

②⑥

発達に支援が必要な子どもへの理解を深めていくための各課の取り組み状況(関係機関別)

選択肢：①啓発　②研修　③乳幼児個別支援計画（個別の教育支援計画）　④ライフサポートファイル　⑤人権教育　⑥その他

保護者の思いに寄り添い、保護者と職員が連携して取
り組む支援方法について検討していく。

児童育成課 ②

・千葉県立習志野特別支援学校や教育委員会指導課等に講師
を依頼し、放課後児童会職員（直営、運営委託事業者）に対し、
特別な支援が必要な児童の児童理解、接し方などの研修を行
う。
・他の市町村の放課後児童会の支援員を呼び、支援内容や子ど
もへの接し方の研修を予定している。

藤崎幼稚園 ①

「ひまわり〇〇のひとりごと」のチラシや、きらっといっぽ
の会の「あたたかく見守ってください」のチラシや冊子
を掲示し、発達に支援が必要な子供がいる家庭以外
にも広く周知する。

こども保育課 ⑤

あじさい療育支援センター

全施設の職員が人権教育について、共通理解を図る
場や時間を確保していけるよう取り組んでいきたい。

障がい福祉課

秋津保育所 ③
既に個別支援計画を立てている子どもは指導案より担当保育士
が捉えた子どもの姿や保育者の思いなどを読み取る。実際の子
どもの姿を確認し、担当育士と手立てを考えていく。
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②

［保護者や幼保こども園職員に対して、研修を実施］
・外部講師を招き、所内療育研修を実施した（R５年度は、健生
病院より井出みどり先生をお招きして、研修を行った）。
・歯科医師を講師として招き、摂食研修を行った（習志野市歯科
医師会、日本大学歯学部より来ていただいた）
・保護者や幼保こども園職員に対して、摂食研修を行い食事場
面で支援が必要な子どもに対しての具体的な支援方法につい
て学ぶ機会を作った。

⑥

併用児の所属機関に対して、積極的に出向くようにす
る。

②
［外部研修参加］
・発達協会実践セミナー参加等

③

［保護者と連携し、乳幼児個別支援計画を作成］
・乳幼児個別支援計画作成にあたり保護者と面談を実施し、子
どもの姿を確認したり支援方法について共通理解をはかったりし
ている。

④

［個別支援計画作成時にライフサポートファイルを渡して、活用方
法について説明］
・面談の場にライフサポートファイルを持参してもらい、これまでの
経過などを一緒に振り返ったり、活用方法について確認したりし
た。

⑤
［会議の場で、虐待や不適切な支援等について再確認を行う］
・普段の何気ない言動が虐待にあたっていないか？資料を元に
確認し合う場を持った。

⑥

［療育体験の受け入れ、こども園を併用している児の所属機関に
出向き、意見交換］
・幼稚園保育所、こども園職員を1日受け入れクラスに入ってもら
い、職員の支援方法を直に見て学んでもらう。子どもの降所後に
はカンファレンスを行う。
・子どもが通っているこども園に出向き、園での生活の状況把握
を行い、支援方法について意見交換の時間を持った。

①
広報習志野、ホームページ等で成長発達に心配のある子どもの
相談支援についての情報提供。

①～
④

「ひまわり職員のひとりごと」のチラシを窓口へ置いた
り、保護者への積極的な声掛けを行うとともに、ロビー
にポップ等を作成し、広く周知する。
※基本は①について継続的な取り組みを行う。

②

・発達支援研修（講師派遣型）：幼稚園、こども園、保育所等の
各施設に職員が講師として訪問し、　子どもの発達支援について
共に考えた。
・発達基礎研修：幼稚園、こども園、保育所等の各施設職員を対
象に発達に心配を感じたり、サポートが必要と感じたりする子ど
もたち(主に就学前)についての基礎的な知識を伝える研修を実
施。
・職員対象に所内研修・所外研修を実施し、子どもへの支援方
法について研鑽を積んでいる。

③
保護者や関係機関と連携を取りながら、乳幼児個別支援計画の
効果的な活用やサポートを行った。

④
保育所、幼稚園、こども園等の所属園や小規模保育所、市役所
窓口などにチラシを配布し、具体的な活用について周知を図りま
した。就学前と就学後（小中高）の2種類作成した。

教育総務課 ⑥

・教育振興基本計画に沿ったその年度の教育行政方針を作成す
る中で、特別支援教育についての方針を作成する。
・年度当初に立てた各施策の取組について、点検・評価を行い
公表する。教育支援教育の施策について、その取組の点検・評価
を行う。

②

・特別支援教育を推進する為、様々な視点から研修を企画してい
る。
・通常学級の担任の先生方向けにも、特別支援教育関連の研修
を行っている。

・学校、放課後等デイサービス、児童発達支援施設、療
育施設、相談機関等の職員が一同に集まり、発達に支
援が必要な子どもについて話し合う機会を設ける。

③、④
・個別の教育支援計画や、ライフサポートファイルのもつ重要性に
ついて、研修等で市内の各校へ伝えている。

・発達に遅れが見られる子どもに対する理解を深めて
いくために、一人一人の違いを知ること、支援は楽をさ
せる為でなく必要であるから行うこと、お互いに認め合
い励まし合っていくことが大事であることを子ども達や
保護者の方々に伝える（紙芝居や映像を交えて）。

①
指導課
総合教育センター

ひまわり発達相談センター

あじさい療育支援センター


